
避難する場所は、そのときの状況によって変わります。

災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険がなくなるまでに必要な
期間滞在させ、または居住の場所を確保することが困難な被災した住民等が
一定期間避難生活を送る場所

住民等が災害から命を守るために緊急的に避難する際の避難先

地震などの災害によって火災が延焼拡大した際に、身を守るために
一時的に避難する屋外の場所

高齢者、障がいのある人、乳幼児等の特に配慮を要する人を滞在させること
を想定した避難所

指定一般避難所

指定緊急避難場所

広域避難場所

指定福祉避難所

※人とペットの避難スペースは、別になります。
※ペットはケージに入れ、水やエサ、その他飼育に必要なものを持参してください。

地域名

勝浦

津屋崎

神興

神興東

福間

福間南

上西郷

施設名 地域名 施設名
勝浦小学校グラウンド
あんずの里運動公園多目的広場
津屋崎小学校グラウンド
津屋崎中学校グラウンド
県立水産高等学校グラウンド
神興小学校グラウンド
県立光陵高等学校グラウンド

神興東小学校グラウンド
福間東中学校グラウンド
福間小学校グラウンド
福間中学校グラウンド
福間南小学校グラウンド
上西郷小学校グラウンド
なまずの郷多目的グラウンド

施設名
中央公民館
複合文化センター文化会館「カメリアホール」
宮司コミュニティセンター
農林漁業体験実習館（あんずの里）
健康福祉総合センター「ふくとぴあ」
津屋崎体育センター

場所
福津市手光2222番地
福津市津屋崎1丁目7番2号
福津市宮司浜2丁目15番1号
福津市勝浦1667番地1
福津市手光南2丁目1番1号
福津市津屋崎1丁目5番1号

市が避難情報を発令していない段階で、気象状況および自宅での待機に不安を持つ市民の人からの問い合わせ状況を考
慮した上で、事前の避難を希望する人を対象に一時的に開放する施設です。飲料水や食料、寝具などの提供はありません
ので、各自で準備が必要です。

指定避難所等以外の場所に避難することを「分散避難」といいます。

在宅避難 自宅で安全が確保できる場合は自宅で待機する

指定緊急避難場所・親戚宅・
知人宅・ホテルなど

指定緊急避難場所などへの「早期の立退き避難」
事前の準備と早めの判断・行動が必要

近隣の安全な場所 浸水が既に始まっていて長距離移動が危険
避難経路の途中で土砂災害の恐れがある場合

屋内安全確保 外に出る方がかえって危険な場合は、その時点でいる建物にとどまる
建物内のより安全な場所（上の階、山から離れた部屋）へ移動する

洪水発生
土砂災害発生 

避難所・避難場所の種類

ペットとの同行避難が可能な避難所

自主避難所

分散避難

広域避難場所

緊
急
度 避

難
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地域名 区分 施設名 海抜
（メートル）

災害別の避難所
土砂災害 洪水 地震 津波 高潮

勝浦小学校
農林漁業体験実習館（あんずの里）
勝浦郷づくり交流センター
津屋崎小学校
津屋崎中学校
県立水産高等学校
複合文化センター文化会館
「カメリアホール」
津屋崎体育センター
津屋崎郷づくり交流センター
宮司コミュニティセンター
神興小学校
県立光陵高等学校
中央公民館
健康福祉総合センター
「ふくとぴあ」
神興郷づくり交流センター
神興東小学校
福間東中学校
神興東郷づくり交流センター
福間小学校
福間体育センター
福間中学校
市立図書館
福間会館
福間南小学校
原町公民館
上西郷小学校
上西郷郷づくり交流センター

7.5
22.0
6.2
3.0
5.0
2.0

4.5

5.0
4.5
6.5
61.0
42.5
21.0

16.0

61.0
35.5
33.0
34.0
9.0
5.5
14.0
15.5
7.2
9.0
20.4
29.0
27.4

勝浦

津屋崎

宮司

神興

神興東

福間南

上西郷

福間

〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇
×
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇

●

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
△
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
×

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
×
〇
×

●

×
×
〇
〇
〇
〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
×
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

避難所の開設
市では災害時などに避難所を開設します。この避難所は、気象情報や各地域の地形などを考慮し、市が必要と判断した
際に開設しています。
最新の避難所開設情報は、市公式ホームページのトップページや、緊急速報メール、防災行政無線などでお知らせします。

市内の指定避難所等
指定一般避難所および指定緊急避難場所、指定福祉避難所

※「土砂災害」「洪水」「地震」「津波」「高潮」は、災害ごとの避難所の分類を示し、「〇」は避難所として使用できること、「×」
　は避難所として使用できないことを表しています。
※「●」については、状況に応じて２階を使用します。
※「△」については、状況に応じて校舎２階を使用します。
※福祉避難所の受入対象者は要配慮者で、家族なども受入対象とします。

避難所一覧


